
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

育児休業からの復職に伴う 

５月入所以降の申込み②受付 

令和５年５月（途中入所）と一緒に選考します 

２次利用調整後の対応可能状況 

（施設空き状況）の公表は３月下旬ごろ 

受付期間：令和５年２月１日（水）～令和５年４月１０日（月）       

※市役所以外での受付は４月９日（日）まで 

受付場所：市役所本館１階幼児保育課窓口、 

市内認可保育所等、各市民センター 

 

 

育児休業からの復職に伴う 

５月入所以降の申込み①受付 

令和５年４月（２次受付）と一緒に選考します 

１次利用調整後の対応可能状況 

（施設空き状況）の公表は１月中旬ごろ 

受付期間：令和４年１１月１４日（月）～令和５年１月２０日（金）       

※市役所以外での受付は１月１９日（木）まで 

受付場所：市役所本館１階幼児保育課窓口、 

市内認可保育所等、各市民センター 

 

子どものための教育・保育給付支給認定証の交付 

（黄色の通知）             令和 5年 2月中旬ごろ  

利用調整結果通知         令和 5年 3月上旬ごろ 

子どものための教育・保育給付支給認定証の交付 

（黄色の通知）             令和 5年 4月中旬ごろ  

利用調整結果通知         令和 5年 4月下旬ごろ 

入 所 決 定 
※同封されている書類を確認し、入所が 

決定した保育所等から入所前の準備物、 

健康診断などの説明を受けてください。 

入 所 保 留 
※結果通知の同封文を確認いただき、希望保育所等、就労や 

家庭の状況等に変更がある場合には、手続きを行ってください。 
 

★次回の選考は利用希望月（途中入所）です。 

詳細は P.９をご確認ください。 

← 保護者による手続きが必要 

 

← 幼児保育課から送付する通知 

 

 
                                       

① 令和 5年度内に育児休業から復職する 

 

➁ いずれかに該当する     

 

 

    

① 育児休業が令和 5年 1月２０日までに開始している 

または 

➁ 育児休業が令和 5年 1月２1日以降に開始するが、 

令和 5年 1月 20日までに書類の提出ができる 

上記２つとも該当する 

 

い
い
え 

申込みが 

できません 

いいえ 

上記いずれかに該当する 

・加古川市在住 

・利用希望月の前月末までに加古川市へ転入予定である 

・市内認可保育所等の保育士の優先入所に該当する ※ 

 

育児休業からの復職に伴う５月入所以降の申込み➀➁の流れ 

※保育士の優先入所とは、保育士の子どもが優先的に入所できるように市内の各保育所等と利用調整を行っている制度です。 

詳細は勤務予定の各保育所等にお問い合わせください。 


